
１．教育･保育のさらなる充実への支援

２．保幼小の円滑な連携･接続への支援

３．親育ち支援(保育者の親育ち支援力・保護者の子育て力向上のための支援）

園内研修支援事業 
幼保支援アドバイザー等を派遣し、各園が行う｢園内研修｣や｢キャリアアップ
研修｣での助言を行うほか、県内13ブロックによる｢ブロック別研修｣を実施

園評価支援事業 
各園が行うPDCAサイクルに基づき園全体の改善を図る｢園評価｣への助言

保育者基本研修・専門研修 ＜教育センター＞
ステージごと(新採･5年未満･10年未満･中堅･主任･園長)の基本研修、テーマ
ごと(発達障害･家庭支援･児童虐待･運動等)の専門研修の開催

保幼小連携･接続モデル地域支援事業  
高知市と連携し、モデル地域(高知市春野東小学校区)における｢架け橋期カリ
キュラム｣の開発・実践・検証を支援するとともに､モデル地域に準じた取組
を県内全域に普及させる
・モデル地区の実践を収録したDVDを活用した各園･校･市町村への働きかけ
・シンポジウムの開催 等

保幼小中連携モデル地域実践研究事業 
保幼小中の連携を強化し、自治体で不登校対策等を推進するモデル事業を支援

親育ち支援啓発事業 
保育者の親育ち支援力の向上を支援する｢保育者向け研修｣、保護者の子育て力
向上を支援する｢保護者向け研修」等

    保育者が｢子育てに役立つコツ」を解説する動画の更新
 
  ｢保育者研修｣に｢(保育職場の)人間関係づくり｣を新設

親育ち支援保育者スキルアップ事業  
・全保育者対象が親育ち支援について学ぶ｢親育ち支援講座｣
・各園で支援の中核を担う｢親育ち支援担当」が理解を深めるための研修会
・各地域の自主的な取組を促すための地域別交流会･研修会の開催

◎指針･要領等に基づく実践
のさらなる充実に向けた各
園や市町村の取組への支援
が必要
 

◎各園で育まれた幼児期の
子どもたちの生きる力の基
礎を円滑に小学校へとつな
ぐための支援が必要

◎各園の親育ち支援の取組
への支援や､保護者に向けた
啓発のさらなる充実が必要

◎令和５年12月に閣議決定
された｢幼児期までのこども
の育ちに係る基本的なヴィ
ジョン｣には、本県の親育ち
支援に相通ずる内容が多く
盛り込まれており､取組を
広げる好機

乳幼児期の子どもは、夢中になって遊ぶ中で様々な体験を重ね、
資質・能力が育まれていく

各園では、「遊びを通した総合的な指導」をより深めるため、
保育を公開し、互いの保育を見合って協議する「園内研修」を
通じて学びを積み重ねている

教育･保育の質を高めていくために大切なこと
1位 園内研修の充実 87.3%(62/71園)
※R3年度に幼保支援課が各園に行ったアンケート結果

｢高知家の幼児教育･保育(仮)｣
パンフレットの作成･配付
｢幼児期までのこどもの育ちに係る
基本的なヴィジョン｣策定に併せ、
幼児教育･保育の重要性と本県の取
組を周知するためのパンフレットを
作成し､教育･保育関係者や一般県民
に広く配付

市町村行政職員を対象にした
研修 
全国的に著名な専門家による幼児教
育･保育の重要性等の研修を開催

市町村が独自に研修を行う際
の経費への財政支援
管内の幼児教育･保育の充実等に活
用できる既存補助事業の積極的な活
用の働きかけ

新

平成29年に保育所保育指針・幼稚園教育要領等が一斉に改定され、｢遊びを通しての
総合的な指導」の充実が各施設共通で求められている

幼児期の学校教育・保育で育まれた子どもたちの資質・能力を踏まえた小学校教育
への円滑な接続に向けた取組が求められている

子育てに不安や悩みを抱えている保護者や特別な支援が必要な子どもがいる
価値観の多様化等により基本的生活習慣が十分身についていない子どもがいる

「イヤイヤ期」の子育て

スマホ時代の子育て

きょうだいとの
関わり

寝かしつけ

子育てに役立つコツ
子育てに関する知識や経験が豊富な県内の保育者が、その保育技
術を「子育てに役立つコツ」として解説する動画を制作しました。

叱るこ
と・ほ

めるこ
と

高知県教育委員会事務局幼保支援課
公式YouTubeチャンネル

https://www.tosasuku.net/

高知県就学前の 保育・教育サポートネット 

- とさすく -
土佐の子どもたちが「すくすく育つ」という想い
を込めて、保護者の方々や保育所・幼稚園・認定
こども園等、そして地域が一緒に子どもたちを育
めるようサポートしています。

”
の保育所や幼稚園、認定こども園の先生による

”

園児の保護者を対象にしたワーク
ショップ（｢子どもの見方を変え
てみよう」)の様子

県内の保育所･幼稚園･認定こども
園の保育者が保育技術を｢子育て
に役立つコツ｣として解説する動
画の配信(R5.2～)

新

拡

基本的生活習慣向上事業
乳幼児期からの望ましい生活習慣の確立に向けた啓発や学習会の開催

拡

→県内のどこにいても質の高い幼児期の学校教育･保育が受けられる
環境の実現を目指し､各園の取組を支援

→子どもをまんなかにして保幼小が互いの教育内容を話し合い､一緒
にカリキュラムを作っていく「学びをつなぐ｣取組等を支援

→保護者向けの啓発等を強化するとともに､各園の組織的･計画的な取
組の充実に向け､親育ち支援担当等のスキルアップを図る

拡

→幼児教育の普及･啓発を強化
→市町村の取組への支援を充実

現状・課題   令和６年度の取組     

　幼児期の学校教育・保育の充実
→：対策のポイント
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